
    
令 和 ４ 年 ４ 月 ８ 日 

国土政策局離島振興課 

令和４年度スマートアイランド推進実証調査業務の公募を開始！ 

～離島に新技術を導入し、離島の課題解決を図るための実証調査を実施します～ 

○ 国土交通省では、離島地域が抱える課題解決のため、ＩＣＴなどの新技術の離島地域へ

の実装を図る「スマートアイランド」の実現を推進しています。 

○ 昨年度に引き続き、複数の離島地域において、スマートアイランドの実現に向けた実証

調査を行うため、令和４年４月８日（金）より、調査実施の企画提案の公募を開始します。 

 

１．事業の概要 

ＩＣＴなどの新技術等を導入し、各離島地域が抱える課題の解決を図るため、離島を有する地方

公共団体と新技術等を有する民間企業・団体等が共同で実施する取組を公募し、現地実装に必要な

実証調査を行います。 

また、本調査で得られた成果や知見を全国に普及・展開させることで、より一層のスマートアイ

ランドの推進及び離島地域の活性化に繋げていきます。 

２．公募受付期間 

令和４年４月８日（金）～令和４年５月１６日（月）12:00 必着 

３．企画提案書提出手順 

公募受付期間内に①・②ともに終えて応募完了となります。公募概要は別紙をご覧ください。 

① 企画提案書作成要領（説明書）交付を電子メールにて申請 

件名：R4スマートアイランド推進実証調査説明書交付申請 

本文：交付を希望する団体名・担当者名・連絡先（電話番号及びEmail アドレス）・ 

交付を希望するEmail アドレスの４項目を必ず記載してください。 

② ①の申請に基づき受け取った説明書に沿って企画提案書を作成・提出 

  【申請・提出先】 国土交通省国土政策局離島振興課 浜崎、飯田、東岡 

メールアドレス：hqt-smartisland_atmark_mlit.go.jp 

※「_atmark_」を「@」に置き換えてください。 

４．その他 

昨年度の調査内容を含め、スマートアイランドに関する情報については、以下の国土交通省ホー

ムページをご覧ください。 

 https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chirit/smartisland.html 

 【担当者連絡先】 

国土交通省 国土政策局 離島振興課 浜崎、飯田、東岡 (内線 29614、

29634、29636) 

電話：03-5253-8111  直通：03-5253-8421  FAX：03-5253-1594 

 



○ 各離島地域が抱える課題解決のためＩＣＴなどの新たな技術・知見を活用し、現地に実装するための実証的な調査を行う。

○ 調査対象となるフィールドは離島振興法（昭和28年法律第72号）に基づく離島振興対策実施地域とする。
○ 調査対象となる分野は、交通・物流、産業振興、医療、教育、観光、エネルギー、防災等の離島振興基本方針に掲げるものを

とする。

ＩＣＴなどの新技術等を導入し、各離島地域が抱える課題の解決を図るため、離島を有する地方公共団体と新技術等を有
する民間企業・団体等が共同で実施する取組を公募し、現地実装に必要な実証調査を行います。

企画提案を公募して実施する調査内容

※あくまで例であり、これ以外の分野、内容でも構いません

令和４年度スマートアイランド推進実証調査業務 公募概要

島の課題
・介護人材の不足
・地域の高齢者見守り機能が低下
・子供たちの島外との交流機会が
限定的

・欠航により島外から買い付けが
困難

・公共交通がなく、住民や観光客
の買い物が困難

・免許返納後の高齢者の行動範囲が
限定的
・定期航路による物流網は即時性
に劣る

島の課題 島の課題

令和３年度実証調査の例

・地域防災や鳥獣対策を担う人材
が不足、高齢化
・密漁船の高性能化し、監視体制
の見直しが必要

島の課題

ベッド上の状態の見える化
（介護）

ドアセンサー（見守り） 本土の大学生と子供たちの交流 オンラインせり市のイメージ 注文から配達までを一元化 パワースクーター 無人ヘリによる物資輸送

災害危険箇所を遠隔監視

鳥獣罠に設置したセンサーからアプリへ通知

島の課題

公共交通網の衰退
観光繁忙期における輸送サービスの
不足

物流ルートの不足や天候等による海
上輸送の不安定性

島外にエネルギー源を依存しており、
高コストな電力供給体制

島の課題 島の課題

グリーンスロー
モビリティのイ
メージ

ドローンによる
物流のイメージ

再生可能エネルギーの利用

常勤医師の不足や海上交通の不安定
性により、島内の医療体制が脆弱

島の課題

オンライン診療の様子

令和２年度実証調査の例
※あくまで例であり、これ以外の分野、内容でも構いません
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○応募のあった企画提案書の中から、国土交通省国土政策局が設置する有識者委員会による審査を踏まえ、今年度の実証調

査として実施する企画提案を特定する。（特定通知は６月下旬を予定）

○特定後、国土交通省と契約主体となる代表団体は、提案内容の精査を行い、仕様書を確定させた上で、請負契約を締結する。

○仕様書の内容に沿って、調査を実施する。（請負契約の締結後～履行期限令和５年３月１０日まで）

企画提案の特定から調査実施までの流れ

○民間企業・団体等及び地方公共団体を構成員に含むコンソーシアム等の団体（既存を含む）であること
※ 民間企業・団体等単独、地方公共団体単独での応募は不可とする。
※ コンソーシアム等の法人格の有無は問わない。

○令和０１・０２・０３（平成３１・３２・３３）国土交通本省（全省庁統一資格）「役務の提供」において競争参加資格を有する者である
こと（ただし、地方公共団体を除く）（令和０４・０５・０６年度競争参加資格の資格審査の受付を受けていることでも可） など

企画競争参加資格要件

①業務内容の理解度・的確性：本業務の趣旨、目的を十分に理解した提案であるか。

②公益性・汎用性：特定の民間企業・団体等の利益を追求するのではなく、新技術等を離島地域の課題解決に活用した公益性

の高い取組であるか。他の離島地域のモデルとなる汎用性が見込めるか。

③実現可能性：実証事業の全体構成が明確かつ具体的であり、実現に向けた取組に整合性、具体性があるか。

④継続性 ：本業務終了後も自立的、継続的な展開が想定できる取組であるか。

企画提案で求める視点

※応募にあたっては、企画提案書作成要領（説明書）を必ず参照ください。※これまでのスマートアイランドに関する情報は、国土交通省HP
をご覧ください。 https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chirit/smartisland.html

留意事項

令和４年度スマートアイランド推進実証調査業務 公募概要

令和４年４月８日（金）～令和４年５月１６日（月）１２：００必着

公募受付期間

請負契約締結後～令和５年３月１０日（金）まで

調査履行期間

別紙
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